
お 知 ら せ
記者発表資料 令和元年６月２１日

合同庁舎記者クラブ、鳥取県政記者会、島根県政記者会、
同時発表先： 岡山県政記者クラブ、広島県政記者クラブ、山口県政記者会、

山口県政記者クラブ、山口県政滝町記者クラブ、中国地方建設記者クラブ

改正建設業法等に関する説明会を開催します
～今国会で成立した改正法に関する説明会の参加者を募集します～

今般、建設業の「働き方改革」を進め、将来の担い手を確保するため、建設業法及
び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正が行われました。これ
らの改正の内容について説明会を開催します。

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第
三十号）（以下、「入契法」）が、令和元年６月５日に成立、同月１２日に公布され、一部の規定を除き公布の日か
ら起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第三十五号）が成立したことも

踏まえ、建設業法及び入契法の改正内容について周知徹底を図るため、下記のとおり説明会を開催いたします。

１．開 催 日 時：令和元年７月２３日（火） １４時００分～１６時００分

２．会 場：広島合同庁舎 １号館附属棟２階大会議室（別添案内図参照）

３．対 象：建設業関係者（行政書士含む）及び各県・政令市行政担当者
※定員200名
※法人・個人は問いません。また、建設業関係団体への加盟・非加盟は問いません。

４．参加申込み：参加を希望される方は別紙『参加申込書』に必要事項を記載の上、
令和元年７月１２日（金）までに、ＦＡＸにてお申し込みください。

※参加申込者多数の場合は、先着順とし、定員になり次第、締切りとさせていただきます。
※定員超過のため出席をお断りする場合は、連絡させていただきますが、連絡がない場合は出席可能です。
※会場の都合により、各団体等２名様までの申込みとさせていただきます。

５．取材について：報道関係者で傍聴を希望される方は、当日会場受付までお越し下さい。
※カメラ撮りは冒頭のみでお願いします。

＜問い合わせ先＞
中国地方整備局 ０８２－２２１－９２３１（代表）：（平日・昼間）
【担 当】建政部 計画・建設産業課長 牧 野 健 二 （内線６１２１）

まき の けん じ

建政部 計画・建設産業課長補佐 森 本 眞 宏 （内線６１４２）
も り も と ま さ ひ ろ

【広報担当窓口】 広報広聴対策官 岩 下 恭 久 （内線２１１７）
いわ し た や す ひ さ

企画部環境調整官 坂 本 泰 正 （内線３１１４）
さか も と やす ま さ
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参加申込書
（改正建設業法等に関する説明会）

①本申込書に必要事項を記入のうえ、令和元年７月１２日（金）までに、ＦＡＸにてお申し込みください。

②参加申込者多数の場合は、先着順とし、定員になり次第、締切りとさせていただきます。

※定員超過のため出席をお断りする場合は、連絡させていただきますが、連絡がない場合は出席可能です。

※会場の都合により、各団体等２名までの申込みとさせていただきます。

③ご記入いただいた個人情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき適切に管理します。

本説明会以外の目的に使用することはありません。

④当日は、公共交通機関をご利用ください。

⑤当日は、ＦＡＸで送信した本申込書を持参し、受付に提示してください。

説明会は、１３：３０開場、１４：００開始 です。



別添

会場案内図（ 改正建設業法等に関する説明会 ）

会　　場　 ： 広島市中区上⼋丁堀６番３０号
　（広島合同庁舎　１号館附属棟　2階⼤会議室）

【交通案内】
　●広島駅バスのりばはＢホーム８⼜は９番です。合同庁舎・広島バスセンター経由のﾊﾞｽに乗⾞くださ
     い。
　●合同庁舎前バス停で下⾞してください。

広島合同庁舎

｢合同庁舎前」バス停

※国⼟地理院地図を使⽤。

（２階建の建物）
広島合同庁舎１号館附属棟２階⼤会議室

広
島
駅

｢広島駅」バス乗り場

会場にお越しの際は、公共交通機関をご利用ください。



○ 長時間労働が常態化する中、その是正等が急務。

※ 働き方改革関連法（2018年6月29日成立）による改正労働基準法に基づき、
建設業では、2024年度から時間外労働の上限規制（罰則付き）が適用開始。

○ 現場の急速な高齢化と若者離れが深刻化する中、限りある人材の
有効活用と若者の入職促進による将来の担い手の確保が急務。

○ 地方部を中心に事業者が減少し、後継者難が重要な経営課題と
なる中、今後も「守り手」として活躍し続けやすい環境整備が必要。

●建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の
促進に関する法律の一部を改正する法律

【目標・効果】
建設業における働き方改革の実現を通じて、女性や若年層など将来における担い手を確保

（１）長時間労働の是正 （工期の適正化等）
■ 中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成・勧告。
また、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止し、
違反者には国土交通大臣等から勧告等を実施。

■ 公共工事の発注者に、必要な工期の確保と施工時期の
平準化のための方策を講ずることを努力義務化。

２．建設現場の生産性の向上

３．持続可能な事業環境の確保

（２）現場の処遇改善

■ 建設業許可の基準を見直し、
社会保険への加入を要件化。

■ 下請代金のうち、労務費相当分に
ついては現金払い。

（１）限りある人材の有効活用と若者の入職促進
■ 工事現場の技術者に関する規制を合理化。

（ⅰ）元請の監理技術者に関し、これを補佐する制度を創
設し、技士補がいる場合は複数現場の兼任を容認。

（ⅱ）下請の主任技術者に関し、一定未満の工事金額等の
要件を満たす場合は設置を不要化。

（２）建設工事の施工の効率化の促進のための環境整備
■ 建設業者が工場製品等の資材の積極活用を通じて生産性を向上できるよう、資材の欠陥に伴い
施工不良が生じた場合、建設業者等への指示に併せて、国土交通大臣等は、建設資材製造業者に
対して改善勧告・命令できる仕組みを構築。

＜年齢構成別の技能者数＞

＜元請の監理技術者＞ ＜下請の主任技術者＞

３．持続可能な事業環境の確保

■ 経営業務に関する多様な人材確保等に資するよう、経営業務管理責任者に関する規制を合理化（※）。

※ 建設業経営に関し過去５年以上の経験者が役員にいないと許可が得られないとする現行の規制を見直し、
今後は、事業者全体として適切な経営管理責任体制を有することを求めることとする。

■ 合併・事業譲渡等に際し、事前認可の手続きにより円滑に事業承継できる仕組みを構築。

背景・必要性

法案の概要

１．建設業の働き方改革の促進

１．建設業の働き方改革の促進

２．建設現場の生産性の向上

＜時間外労働の上限規制＞

✓原則、月４５時間 かつ 年３６０時間
✓特別条項でも上回ることの出来ないもの：

・年７２０時間（月平均６０時間）
・２～６ヶ月の平均でいずれも８０時間以内
・単月１００時間未満
・月４５時間を上回る月は年６回を上限

（ＫＰＩ）・建設業入職者数：４万人（2017年度）→5.5万人（2023年度） （1.5万人純増）
・技術者・技能労働者の週休２日の割合

：技術者8.5％（2017年度）、技能労働者47％（2018年度）→原則100％（2024年度）
・下請代金のうち、少なくとも労務費相当分を現金払いとする割合：91.4％（2018年度）→100％（2025年度）

＜審議の経緯＞
R1.5.28 衆議院本会議可決（全会一致）
R1.6.5   参議院本会議可決（全会一致）
R1.6.12  公布



●公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を
改正する法律 概要

背景・必要性

１. 災害への対応 ２. 働き方改革関連法の成立

〇「働き方改革関連法」の成立により、公共
工事においても長時間労働の是正や処遇改
善といった働き方改革の促進が急務

３. 生産性向上の必要性
〇建設業・公共工事の持続可能性を確保するた

め、働き方改革の促進と併せ、生産性の向上
が急務

４. 調査・設計の重要性

〇公共工事に関する調査等の品質が公共工事
の品質確保を図る上で重要な役割

法案の概要

【基本理念】災害対応の担い手の育成・確保、災害復旧工事等の迅速かつ円滑な実施のための体制整備

【発注者の責務】
①緊急性に応じて随意契約・指名競争入札等適切な入札・契約方法を選択
②建設業者団体等との災害協定の締結、災害時における発注者の連携
③労災補償に必要な保険契約の保険料等の予定価格への反映、災害時の見積り徴収の活用

【基本理念】適正な請負代金・工期による請負契約の締結、公共工事に従事する者の賃金、労働時間
その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の適正な整備への配慮

【発注者の責務】
①休日、準備期間、天候等を考慮した適正な工期の設定
②公共工事の施工時期の平準化に向けた、
債務負担行為・繰越明許費の活用による翌年度にわたる工期設定、中長期的な発注見通しの作成・公表等

③設計図書の変更に伴い工期が翌年度にわたる場合の繰越明許費の活用等

【公共工事等を実施する者の責務】適正な額の請負代金・工期での下請契約の締結

(1)発注者の体制整備
① 発注関係事務を行う職員の育成・確保等の体制整備【発注者の責務】
② 国・都道府県による、発注関係事務に関し助言等を適切に行う能力を有する者の活用促進等

(2)工事に必要な情報（地盤状況）等の適切な把握・活用【基本理念】

(3)公共工事の目的物の適切な維持管理【国・特殊法人等・地方公共団体の責務】

公共工事に関する調査等（測量、地質調査その他の調査（点検及び診断を含む。）及び設計）につい
て広く本法律の対象として位置付け

【基本理念、発注者・受注者の責務】情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上

〇全国的に災害が頻発する中、災害からの迅速
かつ円滑な復旧・復興のため、災害時の緊急
対応の充実強化が急務

１. 災害時の緊急対応の充実強化

２. 働き方改革への対応

３. 生産性向上への取組

４. 調査・設計の品質確保

５. その他

法改正の理念を現場で実現するために、地方公共団体、業界団体等の意見を聴き、
基本方針や発注者共通の運用指針を改正

＜審議の経緯＞
R1.5.28 衆議院本会議可決（全会一致）
R1.6.7   参議院本会議可決（全会一致）
R1.6.14  公布・施行


